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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成22年6月3日(2010.6.3)

【公開番号】特開2009-37964(P2009-37964A)
【公開日】平成21年2月19日(2009.2.19)
【年通号数】公開・登録公報2009-007
【出願番号】特願2007-203084(P2007-203084)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ  14/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/36     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ  14/00    　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｍ   2/20    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｍ   2/36    １０２Ａ
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月15日(2010.4.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有した第１の基板と、
　前記第１の基板と対向するように配置された第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に平面的に配置された複数の色素増感型太陽電
池と、
　前記複数の色素増感型太陽電池を直列接続する複数の導電性部材と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に配置された、
　　複数の電解液充填部と、
　　前記複数の導電性部材を収容するための複数の導電性部材収容部と、を有し、
　　前記複数の色素増感型太陽電池を分離するスペーサーと、を備えた色素増感型太陽電
池モジュールであって、
　前記各電解液充填部及び前記各導電性部材収容部と対向する部分の前記第２の基板に、
前記各電解液充填部に前記電解液を導入するための電解液導入部と、前記各導電性部材収
容部に前記導電性部材の母材となる導電性ペーストを導入するための導電性ペースト導入
部と、を設け、
　前記スペーサーが設けられていない側の前記第２の基板の面に、前記電解液導入部及び
前記導電性ペースト導入部を封止する封止部材を設けたことを特徴とする色素増感型太陽
電池モジュール。
【請求項２】
　前記電解液導入部及び前記導電性ペースト導入部は、前記第２の基板を貫通する貫通穴
であることを特徴とする請求項１記載の色素増感型太陽電池モジュール。
【請求項３】
　透光性を有した第１の基板と第２の基板との間に平面的に配置された複数の色素増感型
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太陽電池を直列接続する複数の導電性部材と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に配置された、
　　前記導電性部材が収容される複数の導電性部材収容部と、
　　電解液が充填される複数の電解液充填部と、を有したスペーサーにおいて、前記導電
　性部材収容部及び前記電解液充填部が、前記スペーサーを厚さ方向に貫通するように形
　成された前記スペーサーと、を備えた色素増感型太陽電池モジュールの製造方法であっ
て、
　前記各電解液充填部と対向する部分の前記第２の基板に、前記第２の基板を貫通する電
解液導入部を複数形成する電解液導入部形成工程と、
　前記各導電性部材収容部と対向する部分の前記第２の基板に、前記第２の基板を貫通す
る導電性ペースト導入部を複数形成する導電性ペースト導入部形成工程と、
　前記電解液導入部形成工程及び前記導電性ペースト導入部形成工程の後に、前記スペー
サーの一方の端部に前記第１の基板を固定し、かつ、前記スペーサーの他方の端部に前記
第２の基板を固定する基板固定工程と、
　前記基板固定工程後に、前記複数の導電性部材収容部を複数の前記導電性ペースト導入
部を介して供給された導電性ペーストで充填して、前記複数の導電性部材を形成する導電
性部材形成工程と、
　前記導電性部材形成工程と同時に、前記各電解液導入部から前記複数の電解液充填部に
電解液を充填する電解液充填工程と、
　前記導電性部材形成工程及び前記電解液充填工程の後に、前記スペーサーが設けられて
いない側の前記第２の基板の面に、前記複数の電解液導入部及び前記複数の導電性ペース
ト導入部を封止する封止部材を形成する封止部材形成工程と、を含むことを特徴とする色
素増感型太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項４】
　前記電解液導入部形成工程と、前記導電性ペースト導入部形成工程とが、同時になされ
ることを特徴とする請求項３記載の色素増感型太陽電池モジュールの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　本発明の一観点によれば、透光性を有した第１の基板と、前記第１の基板と対向するよ
うに配置された第２の基板と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に平面的に配置さ
れた複数の色素増感型太陽電池と、前記複数の色素増感型太陽電池を直列接続する複数の
導電性部材と、前記第１の基板と前記第２の基板との間に配置された、複数の電解液充填
部と、前記複数の導電性部材を収容するための複数の導電性部材収容部と、を有し、前記
複数の色素増感型太陽電池を分離するスペーサーと、を備えた色素増感型太陽電池モジュ
ールであって、前記各電解液充填部及び前記各導電性部材収容部と対向する部分の前記第
２の基板に、前記各電解液充填部に前記電解液を導入するための電解液導入部と、前記各
導電性部材収容部に前記導電性部材の母材となる導電性ペーストを導入するための導電性
ペースト導入部と、を設け、前記スペーサーが設けられていない側の前記第２の基板の面
に、前記電解液導入部及び前記導電性ペースト導入部を封止する封止部材を設けたことを
特徴とする色素増感型太陽電池モジュールが提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
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　本発明の他の観点によれば、透光性を有した第１の基板と第２の基板との間に平面的に
配置された複数の色素増感型太陽電池を直列接続する複数の導電性部材と、前記第１の基
板と前記第２の基板との間に配置された、前記導電性部材が収容される複数の導電性部材
収容部と、電解液が充填される複数の電解液充填部と、を有したスペーサーにおいて、前
記導電性部材収容部及び前記電解液充填部が、前記スペーサーを厚さ方向に貫通するよう
に形成された前記スペーサーと、を備えた色素増感型太陽電池モジュールの製造方法であ
って、前記各電解液充填部と対向する部分の前記第２の基板に、前記第２の基板を貫通す
る電解液導入部を複数形成する電解液導入部形成工程と、前記各導電性部材収容部と対向
する部分の前記第２の基板に、前記第２の基板を貫通する導電性ペースト導入部を複数形
成する導電性ペースト導入部形成工程と、前記電解液導入部形成工程及び前記導電性ペー
スト導入部形成工程の後に、前記スペーサーの一方の端部に前記第１の基板を固定し、か
つ、前記スペーサーの他方の端部に前記第２の基板を固定する基板固定工程と、前記基板
固定工程後に、前記複数の導電性部材収容部を複数の前記導電性ペースト導入部を介して
供給された導電性ペーストで充填して、前記複数の導電性部材を形成する導電性部材形成
工程と、前記導電性部材形成工程と同時に、前記各電解液導入部から前記複数の電解液充
填部に電解液を充填する電解液充填工程と、前記導電性部材形成工程及び前記電解液充填
工程の後に、前記スペーサーが設けられていない側の前記第２の基板の面に、前記複数の
電解液導入部及び前記複数の導電性ペースト導入部を封止する封止部材を形成する封止部
材形成工程と、を含むことを特徴とする色素増感型太陽電池モジュールの製造方法が提供
される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　図１７を参照するに、第２の基板１３は、第２の基板１３の面１３Ａが第１の基板１１
の面１１Ａと対向するように、スペーサー１２の上端部に固定されている。第２の基板１
３は、複数の電解液導入部２５と、複数の導電性ペースト導入部２６とを有する。
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